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下
呂
市
議
会
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、

次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

①
本
会
議
に
お
け
る
傍
聴
（
委
員
会
は
、
委
員
長
の
許
可
に
よ
り
傍
聴
で
き
ま
す
）

　

②
定
例
会
の
事
前
お
知
ら
せ
チ
ラ
シ
の
配
布
（
新
聞
折
込
）

　

③
一
般
質
問
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
生
放
送
・
録
画
放
送
（
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
加
入
者
の
み
）

　

④
一
般
質
問
録
画
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
し
出
し

　

⑤
本
会
議
議
事
録
の
閲
覧
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

　

⑥
下
呂
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設(h

ttp
://

w
w

w
.c

ity.g
e
ro

.lg
.jp

/
g

yo
u

s
e
i/

)

　

今
後
も
市
民
の
皆
様
に
様
々
な
方
法
で
お
知
ら
せ
し
て
い
く
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
ま

す
。
議
会
へ
の
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
議
会
事
務
局
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

　

◆
下
呂
市
議
会
事
務
局　
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開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
て

　 新 し い 体 制 で 始 ま っ た 議 会 は、 定 数
16 人のうち 12 人が一般質問に立ちまし
た。議会 ･ 議員は、行政に対しチェック
機能をはたす重要な役割と、住民と行政
の架け橋となり、住民の声を行政に反映
させる役割を担っています。議会だより
は、この議員の役割を市民の皆様にチェッ
クしていただく絶好の機会ともいえます。

『むずかしいことをやさしく、やさしいこ
とをふかく、ふかいことを…』と井上ひ
さしさんの言葉にもあるように、できる
だけわかりやすく、市民の皆様に親しく
読んでいただけるよう努めていきたいと
思います。

　    　　　　議会報編集委員会　Ｔ．Ａ

　

原
子
力
発
電
所
再
稼
働
に
関
し
て
国
の
慎
重
な
対
応
を
求
め
る
意
見
書

　

政
府
は
、
福
井
県
内
に
立
地
し
て
い
る
関
西
電
力
株
式
会
社
大
飯
発
電
所
の
３
号
機

及
び
４
号
機
に
つ
い
て
、
従
来
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
ル
ー
ル
に
加
え
て
、
短
期
間
で

策
定
さ
れ
た
新
た
な
安
全
基
準
に
基
づ
き
安
全
性
を
確
認
し
た
と
し
て
、
再
稼
働
に
向

け
た
手
続
き
を
進
め
て
い
る
。

　

新
た
な
安
全
基
準
は
、
本
来
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
審
議
を
経
て
決
定
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
何
よ
り
も
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故

の
検
証
が
十
分
に
で
き
て
い
な
い
中
で
、
国
民
の
生
命
に
か
か
わ
る
重
要
な
安
全
基
準

が
、
そ
の
審
議
状
況
を
国
民
に
公
開
す
る
こ
と
な
く
策
定
さ
れ
た
こ
と
に
、
大
き
な
疑

問
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
大
飯
発
電
所
を
初
め
、
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
の

判
断
に
当
た
っ
て
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
十
分
な
検
証
を
踏
ま
え
、
原

子
力
安
全
委
員
会
の
審
議
な
ど
、
中
立
性
が
確
保
さ
れ
た
行
政
機
関
の
手
続
き
を
経
た

上
で
新
た
な
安
全
基
準
を
策
定
し
、
そ
の
基
準
に
基
づ
き
慎
重
に
判
断
す
る
と
と
も
に
、

原
子
力
発
電
の
安
全
性
及
び
再
稼
働
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
立
地
自
治
体
を
初
め
、
周

辺
自
治
体
も
含
め
た
自
治
体
関
係
者
や
住
民
に
対
し
て
丁
寧
に
説
明
を
行
い
、
十
分
に

理
解
を
得
た
上
で
行
わ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
24
年
６
月
21
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岐
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衆
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様

参
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議
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様

内
閣
総
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大
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様

総
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大
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様

経
済
産
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大
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様

内
閣
府
特
命
担
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大
臣　

様

（
原
子
力
行
政
）　

内
閣
官
房
長
官　
　
　
　

様

今
回
の
定
例
会
に
お
い
て

　
　
　
　
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
意
見
書

編　集　後　記


